
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

 

 

 

 

成果発表パワーポイント 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

成果品 九重の里山パンフレット 



 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

 

 

 

 

成果発表パワーポイント 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

成果品 絶海池新聞 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

活動報告（模造紙） 

令和元年 10 月１日 愛宕商店街取材 



 

  【８月号】 

  

 

成果品 月刊 ATAGOBITO 



 

 

 



 

【９月号】 

  

 



 

 



 

【10 月号】 

   

 



 

 



【11 月号】 

  

 

 



 

 



【12 月号】 

 

 

 



 

 



７ 令和元年度高知市子どもまちづくり基金実績 

 

 こうちこどもファンドは、平成 24 年度に創設した「高知市子どもまちづくり基金」を原資に運

営をしております。制度を長期に渡り継続していくためには、少しでも多くの企業・団体・市民

の方から、こうちこどもファンド制度の趣旨に対してご賛同をいただき、寄附金という形でご支

援をいただくことが必要です。未来のまちづくりを担う子どもたちを社会全体で支援し、その温

かい支援や協力を子どもたちが感じながら活動していく中で、子どもたちは「夢の実現」だけで

はない、たくさんの学びや成長を得ることができると考えています。 

 

令和元年度には、28 件の企業・団体・個人の方から 1,066,000 円のご寄附をいただきまし

た（寄附をいただいた皆様のご芳名は、巻末に掲載している一覧をご覧ください）。このこうちこ

どもファンドが安定した運営をしていけるように、今後ともご支援をいただければ幸いです。 

 

また、平成 27 年度から募金箱を設置しています。領収等の発

行は行わず、こうちこどもファンドを応援してくださる方からの

善意の募金という形で運営しています。なお、500 円以上の募金

で、こどもファンドの特製バッジを差し上げています。 

 令和元年度は、2,231 円の募金をいただき、「高知市子どもま

ちづくり基金」に積立させていただきました。 

 

 

 

 

 

  

  



８ 今後に向けて  

 

「こうちこどもファンド」は、子どもたちの「自分たちのまちを良くしたい」という想いを形にする

ために、子どもたちが行うまちづくり活動に対して支援することで、こどもにやさしいまちの実現や、

高知の将来を支える人材づくりを目指しています。 

毎年子どもたちから意欲的なまちづくりの提案があることを嬉しく思う一方、このこうちこどもファ

ンドを知らない方がまだまだいらっしゃいますので、より皆様に知っていただくための広報手段を工夫

していかなくてはいけません。平成 30 年度に、高知新聞の「読もっかこども高知新聞」のコーナーで、

10 月～３月の計 6 回、特集記事を掲載していただいたこともあり、令和元年度には前年度の７団体を大

きく上回る 12 団体からの応募をいただくことができました。「読もっかこども高知新聞」には、引き続

き令和元年度にも、計９回、特集記事を掲載いただいており、ファンド知名度の向上に大きなご協力を

いただいています。また、前年度に引き続き、市内の事業者に、本ファンドのパンフレットを送付し広

報を行うことで、多くの事業者の皆様から寄附という形でご支援をいただくとともに、子どもの活動を

応援するファンドの趣旨へのご理解・ご共感がいただけたのではと感じています。 

今後も一層の知名度の向上と、制度の趣旨を多くの皆様に知っていただくため、引き続き新聞・テレ

ビ等のメディアを通じたこどもファンドの広報や、事業者の皆様への働きかけ等を行っていく必要があ

ると考えています。 

また、これからまちづくり活動を行いたいと考えている子どもたちやサポートする大人にとって、ど

のようにすればより応募しやすく、活用しやすい魅力的な制度になるのか、まだまだ改善していく必要

があります。そのためにも、活動意欲のある子どもたちの声を拾い、掘り起こし、応募に繋げていく仕

組みを検討していきたいと考えています。 

子どもが申請し、審査をするのも子どもたちという「こうちこどもファンド」の仕組みは、全国でも

先駆的な取り組みで、子どもたちが高知市のまちづくりに興味を持つきっかけの１つにできればと思っ

ています。小さい頃から自分たちが住む地域のことに関心を持ち活動することが、大人になっても地域

活動に参加することに繋がり、少しでもこのこうちこどもファンドが「地域活動の担い手不足」という

課題解決につながる手段になればと考えています。 

令和２年度は、「こうちこどもファンド」がスタートして９年目を迎えます。10 周年という大きな節

目が近づいてきている中、これまでにいただいたご意見や課題を反映し、制度をさらに発展させていき

たいと考えておりますので、今後とも「こうちこどもファンド」のご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

・高知市子どもまちづくり基金条例 

・高知市子どもまちづくり基金助成金交付要綱 

・「こどもファンド通信」第28号 （令和元年５月発行） 

・「こどもファンド通信」第29号 （令和元年8月発行） 

・「こどもファンド通信」第20号 （令和２年２月発行） 

 



高知市子どもまちづくり基金条例 
                             (平成 24年４月１日条例第 23号) 

（設置） 

第１条 子どもたちが主体となって取り組む子どもまちづくり活動を推進することにより，本市の将
来を担う人材の育成を図るとともに，本市におけるまちづくり活動を活性化させるため，高知市子
どもまちづくり基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（基金の積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める。 

２ 基金をより効果的に運用するため，基金の設置目的に沿う市民又は法人その他の団体の寄附金
は，前項の積立額に充てることができる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ
ばならない。 

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益（以下「運用益金」という。）は，一般会計歳入歳出予算に計上し
て，基金の設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。 

２ 前項に定める事業の経費に充当したものを除き，運用益金は，一般会計歳入歳出予算に計上し
て，基金に積み立てる。 

（処分） 

第５条 市長は，基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは，一般会計歳入歳出予算
の定めるところにより，基金の全部又は一部を処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定めて，
基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 



高知市子どもまちづくり基金助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，高知市子どもまちづくり基金条例（平成24年条例第23号）第１条に規定する基
金の設置目的を達成するため，高知市子どもまちづくり基金助成金（以下「助成金」という。）を交
付することについて，補助金等の交付に関する条例（昭和29年条例第19号）に定めるもののほか，
必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象団体） 

第２条 助成金の交付の対象となる団体（以下「助成対象団体」という。）は，次に掲げる要件のすべ
てを満たす団体とする。 

 ⑴ 本市に在住又は通勤若しくは通学している18歳以下の子どもが３人以上いること。 

 ⑵ 団体の責任者及び監査として，20歳以上の大人が２人以上いること。 

 ⑶ 活動の目的が明らかであり，当該助成に係る事業を自主的に行えるものであること。 

 ⑷ 複数の世帯で構成される団体であること。 

 ⑸ 過去に，同一の事業についてこの要綱に基づく助成金の交付を３回以上受けていないこと。 

 ⑹ 団体の運営に関する規約，会則等を定めており，適切な会計処理が行われていること。 

２ 前項の規定にかかわらず，助成対象団体が，高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平
成23年規則第28号。以下「規則」という。）第４条各号のいずれかに該当すると認める場合は，助成
金の交付の対象としない。 

（助成対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は，本市内において，子ど
もが主体となって取り組むまちづくり活動に係る事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる活動は助成対象事業としないものとする。 

 ⑴ 営利を目的とする活動 

 ⑵ 宗教的又は政治的な活動 

 ⑶ 学校の授業の一環として行う活動 

（助成対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は，助成対象団体が行う助
成対象事業に要する経費とする。 

（助成金額） 

第５条 助成金額は，助成対象経費の額を限度として予算の範囲内において，市長が認める額とす
る。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成対象団体は，助成金の交付を受けようとするときは，助成金交付申請書（様式第１号）
に，必要書類を添えて，市長に申請しなければならない。 

（助成金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の申請があったときは，その内容を審査し，助成金の交付の可否を決定し，適
当と認めたときは助成金交付決定通知書（様式第２号）により，適当でないと認めたときは所定の
助成金交付却下通知書により当該申請をした助成対象団体に通知するものとする。 

２ 市長は，助成金の交付決定に際し，必要な条件を付することができる。 

（交付申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた助成対象団体（以下「助成事業者」とい
う。）は，その内容又はこれに付された条件に不服があり，交付申請を取り下げようとするときは，
当該交付決定の通知を受けた日から２週間以内に，その旨を所定の助成金交付申請取下届出書によ
り市長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る助成金の交付決定はなかったも
のとみなす。 

（変更承認等） 

第９条 助成事業者は，助成金の交付決定を受けた事業（以下「助成事業」という。）について，事業
内容を変更し，中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ助成事業変更等承認申請書（様
式第３号）により，市長に申請し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，変更等の可否を決定し，所定
の助成事業変更等承認（否認）通知書により当該申請をした助成事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 



第10条 助成事業者は，助成事業が完了したときは，速やかに実績報告書（様式第４号）に，関係書
類を添えて市長に報告しなければならない。 

（助成金額の確定） 

第11条 市長は，前条の報告があったときは，速やかにその内容を審査し，助成事業の成果が助成金
の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき助成金額を確定
し，助成金額確定通知書（様式第５号）により助成事業者に通知するものとする。 

（助成金の交付請求及び交付） 

第12条 助成事業者は，前条に規定する助成金額の確定通知を受けたときは，助成金交付請求書（様
式第６号）により市長に助成金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は，前項の請求があったときは，速やかにその内容を審査し，適当と認めたときは，助成金
を交付するものとする。 

（助成金の概算払） 

第13条 市長は，助成事業について必要があると認めるときは，助成金の概算払をすることができ
る。 

２ 助成事業者は，概算払を受けようとするときは，助成金概算払請求書（様式第７号）により，市
長に請求しなければならない。 

（助成金の交付決定の取消し） 

第14条 市長は，助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは，助成金の交付決定を取り消す
ことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 規則第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 ⑶ 助成金を助成事業の目的以外に使用したとき。 

 ⑷ 助成事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

 ⑸ 助成事業を中止又は廃止したとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか，助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に
基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は，助成事業について交付すべき助成金額の確定があった後においても適用があるも
のとする。 

３ 市長は，第１項の規定による取消しをしたときは，所定の助成金交付決定取消通知書により，助
成事業者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第15条 市長は，前条第１項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において，助成事業
の当該取消しに係る部分に関し，既に助成金を交付しているときは，期限を定めて，その返還を命
じなければならない。 

２ 市長は，助成事業者に交付すべき助成金額を確定した場合において，既にその額を超える助成金
を交付しているときは，期限を定めて，当該確定した助成金との差額の返還を命じなければならな
い。 

（調査等） 

第16条 市長は，助成事業の適正な執行を確保するために必要な限度において，助成事業者に対し，
書類の提出若しくは報告を求め，又は必要な調査をすることができる。 

（整備保管） 

第17条 助成事業者は，助成事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに，助成事業の完了した
日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか，助成金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，平成 24年４月１日から施行する。 
 
  

 
 

 



 

 今年度は、小学５年生から高校３年生までの合計10名が

「こども審査員」に就任しました。6月16日（日）に開催す

る公開審査会において、大人審査員と一緒に、助成団体を

決める公開審査を行います。 

 審査会にのぞむ前に、こども審査員として、自分たちが

模擬審査 事前研修会 

「こどもファンド」の制度や趣旨を

学び、審査項目を決定します。 

翌週に迫った公開審査会のプレ体験を

します。 

こども審査員と大人審査員が応募団体

に関する情報を共有します。 

事前審査会 

審査をする際に何を重要と考えるのか（審査項目）を、

ワークショップ形式で話し合って決めます。また、審査項

目の決定後は、実際に模擬審査を行い、審査会のプレ体験

をします。研修会の後には、大人審査員と一緒に今年の応

募団体に関する情報を共有する、事前審査会を行います。  
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【発行元・問い合わせ先】高知市地域コミュニティ推進課（高知市鷹匠町２-１-43） 

    TEL：088－823－9080 E-mail：kodomofund@city.kochi.lg.jp URL：http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 

                     こどもファンドの情報を発信中！こちらからぜひ「いいね」をお願いします。 

企業･団体 様 

 ●福留開発株式会社 様 

 ●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

  （ゆにぞんスマイルクラブ） 様 

 ●特定非営利活動法人高知市こども劇場 土佐チル 

 ●有限会社寿運送 様  

個人 様 

 ●久川 憲四郎 様 

平成31年３月以前にご寄附をいただいた皆様のご芳名は、地域コ

ミュニティ推進課のホームページに掲載しております。 

 子どもたちへの応援の気持ちを、ぜひ寄附とし

てお寄せください。寄附の手続きは簡単ですの

で、地域コミュニティ推進課までお気軽にご連絡くださ

い。詳細はホームページでもご確認いただけます。な

お、寄附金については税制上の優遇措置があります。 

 平成31年３月28日、「特定非営利活動法人高知市こども

劇場 土佐チル」さんから、こうちこどもファンドへご寄

付をいただきました。 

 「土佐チル」さんは平成24～26年度にファンドの助成を

受け、地域へ子どもたちによるマジックや劇、音楽などの

出前舞台を届ける活動を実施。ファンドによる助成を卒業

した後も、「子どもがやりたいことを発案・企画・実行す

る」集団として、現在も活動を継続。これまでの出前舞台

活動に加えて、合宿やボウリング大会など子どもたちの異

年齢交流活動も行い、より幅広い活動を行っています。 

 今回の寄付については、「こどもファンドに自分たちの

活動が生まれるきっかけをもらったように、ほかの子ども

たちにもそのチャンスが与えられるように」との願いか

ら、チャリティー発表会等で集めた募金等の一部を、こど

もファンドに託して下さいました。 
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令和元年度助成応募グループ（予定） 

団体名 活動テーマ 団体名 活動テーマ 

久重naturalチーム 
空と大地の恵み豊かな久重の魅力を 

多くの人々に伝えよう 
～星空観測と保存食で、まちを元気に～ 

高知とさじゅく広報部 
高知のこと知っちゅう？ 

～高知を世界に発信～ 

旭地区防災食プロジェクト 
地域のみんなの 

命と食を守るんジャー 
ふんわりシスターズ 

商店街を 

パンフレットで活性化！ 

AOYAGI 地域盛り上げ隊 
高須・五台山地区の魅力を発信し、 

地域を盛り上げよう！ 
Jubnile 

Let’s ほこほこ交流会 

～地域のつながりに関心を持とう～ 

太平洋学園 

コミュニティー協力隊 

学内・地域の皆さんとより安心して暮らせる

まちへ ～自分たちで行う防災～ 
Village Jamboree 

ぶちまけ！発信！愛宕カラー！ 

～フリーペーパー『ATAGOBITO』～ 

おおつっ子 防犯への意識が高い大津地区！ Co－CREATOR 
望みの望海づくり 

～より住みよい団地に～ 

朝倉中学校生徒会 
人に優しい笑顔あふれるまちづくり 

～ASAKURA～ 
土佐山宣隊 ６ネンジャー 

Welcome to Tosayama  
～おすすめスポット大作戦～ 

【日時】 

 令和元年６月16日（日）13：30～17：00 

 ※時間は目安です。進行状況により多少前後する場合があり   

  ます。 

 

【会場】 

 南部健康福祉センター ２階ホール（百石町3-1-30） 

 ※駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共交 

  通通機関をご利用の上、お越し下さい。 

『令和元年度公開審査会』 
 令和元年度の助成団体を決める「こうちこどもファ

ンド公開審査会」を開催します。 

 審査は、応募グループの子どもたちのプレゼンテー

ションを受けて、公募等により選出された小学生・中

学生及び高校生合計10名の「こども審査員」と７名の

「大人審査員」が一緒に行い、審査員の協議も同じ会

場で公開で行います。 

 応募グループの子どもたちは、「自分たちの住むま

ちを良くしていきたい！」と真剣に審査会に臨んでい

ます。公開審査会は、どなたでも自由にご覧いただけ

ますので、会場へぜひ足をお運びいただき、そんな子

どもたちを応援してあげてください。  

 

助成の可否について、こども審査員

が判断を行います。10名のうち、過

半数（６名以上）の推薦を得たグ

ループに助成が決定します。 

発表内容について、こども審査

員と応募グループの子どもたち

との間で、５分間の質疑応答が

行われます。 

応募グループの子どもたちが、

こども・大人審査員に対し、３

分以内で活動目的・内容につい

て説明します。 

公
開
審
査
会
の
流
れ 

助成グループの決定 公開プレゼンテーション 
こども審査員の質疑 
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コ ー  ク リ エ イ タ ー 

ア オ ヤ ギ 

ナ チ ュ ラ ル 

ウ ェ ル カ ム  ト ゥ ー  ト サ ヤ マ  

ア サ ク ラ 

ジ ュ ブ ナ イ ル 

ヴ ィ レ ッ ジ  ジ ャ ン ボ リ ー 

ア タ ゴ ビ ト 

レ ッ ツ 



 平成31年３月17日(日)13時30分から、高知市南部健康福祉センター２階大ホールにて、平成30年度に

助成を受けた７団体が自分たちの活動成果を発表しました。当日は発表団体を含めて約100名が参加し、団体

同士が連携する可能性を模索するなど、実りある活動発表会となりました。 

ＮＥＷＳ 02 

２ 

 各団体の発表や成果物を見て、他団体の活動のアイデアを自分達の活動に活かすことができないか考えて発表

し、質問や意見交換を行いました。団体・審査員の間でたくさんのアイデアや質問が飛び交い、それぞれの活動に

ついて考えを深め合う時間になりました。 

交流タイムで意見交換を行いました 

３ 

各団体が発表を行い、表彰団体を決定しました 

【ベストパフォーマンス賞】ｎａｔｕｒａｌチーム 

 活動内容や発表会でのプレゼンテーションが一番良

かったグループ（会場投票により決定） 
 

【ベストピカッと賞】ＡＯＹＡＧＩ地域盛り上げ隊 

 活動の進め方や活動内容について、工夫や面白さが

感じられたグループ（審査員投票により決定） 
 

【ベストこどもファンド賞】虹を見る子どもたちプロジェクト 

 発表会でのプレゼンテーション、活動内容など、一

番よかったと思うグループ（審査員投票により決定）                                                                  

おおつっ子 

旭地区防災食プロジェクト 

虹を見る子どもたちプロジェクト 

ＩＫＫＵ絆コミュニティ

太平洋学園コミュニティー協力隊 

ｎａｔｕｒａｌチーム 

ＡＯＹＡＧＩ地域盛り上げ隊 



４ 

【発行元・問い合わせ先】高知市地域コミュニティ推進課（高知市鷹匠町２-１-43） 

    TEL：088－823－9080 E-mail：kodomofund@city.kochi.lg.jp URL：http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 

                     こどもファンドの情報を発信中！こちらからぜひ「いいね」をお願いします。 

平成31年４月以前にご寄附をいただいた皆様は、地域コミュニティ

推進課のホームページに掲載しております。 

 子どもたちへの応援の気持ちを、ぜひ寄附としてお

寄せください。寄附の手続きは簡単ですので、地域コ

ミュニティ推進課までお気軽にご連絡ください。詳細

はホームページでもご確認いただ

けます。なお、寄附金については

税制上の優遇措置があります。 
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企業･団体 様 

●三愛石油カスタマーサービス株式会社  

   代表取締役社長 八田 聡子   様  

ほか１社 

【活動してみようと思ったきっかけは？】 

 行川中学校（現・行川学園）１年生のときに「こども審査員をやってみない？」と

誘ってもらい、審査員になりました。その時に「こんなことをやりたいんだ！」とい

う活動団体のこどもたちの熱い想いをプレゼンテーションで聞かせてもらって、「う

らやましいな」「私もそういう思いを持ちたいな」と思ったんです。それがきっかけ

で、２年生のときに「今度は活動をしてみたい」と思うようになりました。 

 

【どんな活動をしましたか？】 

 平成26・27年度に、「Food Treasure Hunter in Namegawa!（行川くいしんぼ

隊）」という団体で、行川地域の魅力を発信する活動をしました。１年目は、「地域

の魅力を人に伝えるためには、まず自分たちが地域のことを知らないといけない」と

思い、地域のおばあちゃんたちに料理に関することなどを教えてもらいました。た

だ、１年目は調べたことを外に発信できないまま終わってしまい、それではもったい

ないと感じていました。なので、２年目は聞き取る料理の数を増やして、「食のカタ

ログ」という郷土料理のレシピ集（右写真は表紙）を作り、地域内外に発信しまし

た。また、実際におばあちゃんに習った料理を、敬老会でふるまったりもしました。 

 

【活動する中でどんなことを感じましたか？】 

 もともとは高知にあまり愛着がもてなかったというか、「高知って何でこんな所なんだろう」みたいな気持ちが自分

の中にあったんです。でも、こどもファンドで活動をしていくことで、自分の中で何かが変わりました。高知で生きる

意味というか、「高知で私が何かしたい！」と思えるようになったんです。そういう強い意志を持てるようになったの

は、こどもファンドで活動したおかげだと思うし、人とのつながりが増えたり、自分から外に発信していく言葉の力も

磨けたと思います。あとは、活動したことで「自分は人と話をして、知らないことを知ることが好きなんだ」というこ

とにも気付くことができました。それが「島根県の離島にある高校へ進学したい」「高知大学の地域協働学部に入りた

い」と思うことに繋がりました。将来は「自分の持ち味を生かして、高知で活動したい」と思っていて、そういった目

標を持てるようになったことが一番大きいんじゃないかなと感じています。 

 

【こどもファンドで活動してみたい！と思っている人へのメッセージ】 

 「イベントを成功させたい」といった大きなことじゃなくても、身の回りの小さなことを変えていくことでまず自分

に変化があると思うし、周りの人にも変化が生まれて、地域が良くなることに繋がるんじゃないかなと思います。その

きっかけを作ってくれるのが、こどもファンド。「こうしてみたらいいんじゃないかな？」って思うことに対して、大

人やたくさんの人が応援してくれます。ほんの少し勇気を出せば活動できるので、ぜひやってみてほしいです。 

 まだこどもファンドで活動したことがない方は、「活動の具体的なイメージが湧かない」「応募してみたいけど、あと

一歩が踏み出せない」といった悩みや疑問があるかもしれません。そこで、こどもファンド卒業生の田部未空さんに突撃

インタビューを実施。活動して感じたことやこどもファンドへの思いなど、率直な感想を教えていただきました。 

▲蒸しようかんや生姜の天ぷら

などの作り方や、活動内容を掲

載したレシピ本。 

田部 未空さん 
（高知大学地域協働学部１年生） 
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 令和元年度の助成団体を決める公開審査会において、応募全12団体の助成が決定しました。 

団体名 活動内容 助成額 

旭地区防災食プロジェクト 
○災害時に備えて，地域の防災食となる野菜を栽培 

○旭地区内における防災啓発や活動内容をまとめた広報紙を発行 
20万円 

土佐山宣隊 ６ネンジャー ○土佐山地区の魅力を発見し、それらを反映したオリジナル看板を作成・設置 20万円 

ふんわりシスターズ 
○高知市の商店街を子どもの目線で調査 

○パンフレットの作成・配布やSNSでの情報発信を通じて、魅力を発信 
16.5万円 

高知とさじゅく広報部 
○こうちこどもファンドでまちづくり活動に取り組む子ども達を取材 

○動画を作成し、「高知市の人の魅力」をインターネット等を活用して全世界に発信 
20万円 

太平洋学園コミュニティー協力隊 
○防災キャンプや地域住民との交流を通じて、防災に関する学習を実施 

○地域内における防災啓発を実施 
20万円 

Juvenile 
○災害発生時に共助ができるような関係を地域で作ってもらうために、そのきっかけに

なるような交流会（イベント）を開催 
20万円 

朝倉中学校生徒会 
○レクリエーション等を実施し、朝倉地域内の交流を深める活動を実施 

○学校をイルミネーションで飾りつけて明るくするなどの防犯活動を実施 
19.9万円 

おおつっ子 
○大津地区における防犯劇の企画・発表 

○看板等を作成し、地域内における防犯啓発 
20万円 

Co－CREATOR ○望海が丘団地の「防犯・ごみ・交通安全等」の現状を把握し、啓発ポスター等を作成 8万円 

久重naturalチーム 
○星に関する学習を行い、地域内外の方を対象とした星空観測イベントを開催 

○久重地域で採れる食材について学習し、災害時に役立つ保存食として調理 
20万円 

AOYAGI 地域盛り上げ隊 

○絶海池の清掃活動や高須地区のコスモス畑のPR活動を実施 

○生誕150年を迎える濱口雄幸について学習し、五台山地区の魅力を発信 

○上記の活動内容をまとめた広報紙を作成 

20万円 

Village Jamboree 
○愛宕商店街を活性化させるために、地元に住む子ども目線で「愛宕の人」を取材 

○愛宕商店街の魅力を発信するため、毎月１回のペースでフリーペーパーを発刊 
20万円 

●令和元年度助成決定団体 

１ 
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 ６月16日(日)、令和元年度の助成団体を決める公開審

査会を開催し、応募全12団体の助成が決定しました。 

 今年は「食」「防災」「地域交流」「広報」などさま

ざまなテーマで、各団体から活動提案がありました。審

査員の子どもたちは、事前に決めた評価ポイントを基に

各団体へ質問を行い、公開協議を経て、全体への助成を

決定しました。 

 審査会の詳細などをまとめた報告書は、地域コミュニ

ティ推進課のホームページで公開していますので、ぜひ

ご覧下さい。 

２ 

古谷委員 前田委員 増田委員 水沼委員 西森委員 

こども審査員（10人） 

▲助成団体③ふんわりシスターズ ▲助成団体④高知とさじゅく広報部 

▲助成団体①旭地区防災食プロジェクト ▲助成団体②土佐山宣隊 ６ネンジャー 

３ 

戸田委員 宇賀委員 森本委員 田部委員 吉本委員 

▲助成団体⑤太平洋学園コミュニティー協力隊 ▲助成団体⑥Juvenile 

▲助成団体⑦朝倉中学校生徒会 ▲助成団体⑧おおつっ子 

▲助成団体⑨Co－CREATOR ▲助成団体⑩久重naturalチーム 

▲助成団体⑪AOYAGI 地域盛り上げ隊 ▲助成団体⑫Village Jamboree 



 

企業･団体 様 
 

●株式会社若竹まちづくり研究所 

 代表取締役 佐藤 八尋 様 

●株式会社アルファドライブ高知 

 代表取締役 宇都宮 竜司 様 

●株式会社四国清掃工業 

 代表取締役 森国 勇 様 

●四咲会（四国銀行よさこい咲都支店 

 後援会） 様 

●株式会社インターナカツ 

 代表取締役 中津 徹 様 

●入交道路施設株式会社 

 代表取締役 來 勝典 様 

●有限会社タナノ電気 

 代表取締役 棚野 祥子 様 

●高知プラントサービス株式会社 

 代表取締役 三木 正利 様 

●高知重炭株式会社 

 代表取締役 小松 秀明 様 

●株式会社ＣＩＪほくでん 

 代表取締役 氏原 憲二 様 

●学校法人日翔学園 

 理事長 氏原 憲二 様 

●ＶＥＲＴＥＣＨＮＯ株式会社 

 代表取締役 片岡 祥太 様 

●株式会社四国機電 

 代表取締役 安井 正仁 様 

●有限会社城西電気 様 

●さくらハイヤーグループ 様 

ほか１社 

個人 様 

●梶原 太一 様 

※令和元年６月以前にご寄附をいただ

いた皆様は、地域コミュニティ推進課

のホームページに掲載しております。 

事務局に設置している

募金箱でもご寄附をい

ただいています！ 

４ 

【発行元・問い合わせ先】高知市地域コミュニティ推進課（高知市鷹匠町２-１-43） 

    TEL：088－823－9080 E-mail：kodomofund@city.kochi.lg.jp URL：http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 

                     こどもファンドの情報を発信中！こちらからぜひ「いいね」をお願いします。 
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●日 時    

令和２年４月12日(日) 午前10時から     

●場 所  

高知市市民活動サポートセンター会

議室 （鷹匠町２丁目１-43 高知市た

かじょう庁舎２階）  

●お願い    

参加ご希望の方は４月10日(金)まで

に、事務局へご連絡ください。な

お、説明会会場は駐車場がありませ

んが、県庁前地下駐車場をご利用の

場合、１時間無料になります。  

応募説明会を開催します 

 まちの誰かが喜ぶような、こどもたちのまちづくり活動を募

集しています。 

 「どんな活動が対象になるか分からない」「活動の進め方が

分からない」「やりたいことをどう形にしたらいいか分からな

い」など、少しでも疑問や興味を持たれた方は、お気軽に事務

局までお問い合わせ下さい！         

●応募対象（次の①～③の条件を全て満たす団体） 

 ① 18歳までのメンバーが３人以上いること 

 ② ①のメンバーが一つの家族（兄弟姉妹）だけでないこと 

 ③ サポートしてくれる大人が２人以上いること  

●活動期間  

 令和２年7月１日～令和３年2月28日  

●助成金額  

 上限20万円（活動に必要な経費） 

●申請締切  

 令和２年５月12日(火)（当日消印有効） 

※申請書類については、事務局までお問い合わせください。 
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【日時】令和２年３月15日(日)  

    12時半～13時（制度説明会） 

    13時半～17時（活動発表会） 

    ※説明会参加希望の方は、３月９日(月)までに 

     ご連絡ください。 

【会場】南部健康福祉センター 

    ２階大ホール（百石町３-１-30） 

※駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共交

通機関をご利用の上、お越しください。 

『令和元年度活動発表会』  「こうちこどもファンド」の助成を受けて活動した

こどもたちが、今年度の活動内容を発表する活動発表

会を開催します。当日は、それぞれの団体の活動を振

り返る交流会や、活動団体に対する表彰を行います。

発表会はどなたでも自由にご覧いただけますので、ぜ

ひこどもたちの応援も含めて、ご来場ください。 

 また、発表会開催前には「こうちこどもファンド」

の制度内容や活動事例の紹介などを説明する時間を設

けます。ぜひ、会場へ足をお運びいただき、こどもた

ちの発表や交流とあわせてご参加ください！ 
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 こどもファンドに応募した子どもたちの活動に対

して、助成するかどうかを審査する役割を担うのが

「こども審査員」です。あなたもこども審査員にな

って、皆の活動を応援してみませんか？ 

 応募申請書は、市内の小・中学校、高校へ配布し

ています。また、地域コミュニティ推進課のホーム

ページでもご覧いただけます。 

活動内容 ①事前研修会・事前審査会への参加（６月） 

②公開審査会への参加（６月） 

③活動発表会への参加（３月） 

応募条件 高知市在住または市内の学校に通学している 

小学４年生から高校３年生の方 

令和２年４月１日～令和３年３月31日 活動期間 

審査員が活動・発表内容を判断

して投票を行い、表彰団体を決

定します。また、活動団体・一

般来場者も投票を行います。 

表彰団体決定 

活動団体の子どもたちが、3～５分

以内で活動成果を発表し、審査員と

の質疑応答や意見交換を行います。  

活動成果発表 

「他団体の活動アイデアを自分達

の活動に活かすことができない

か」等の話し合い、発表を通じて

団体間での交流を行います。 

交流会開催 
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 夏に開催された「防災学習会＆防災

キャンプ」では、高知大学防災すけっ

と隊から災害時に活用できる「防災お

菓子ポーチ」の作り方を教えてもらっ

たり、実際に学校に宿泊することで避

難所生活を疑似体験しました。 

 子どもたち自慢の土佐山地域を多くの

人に知ってもらうため、土佐山の魅力が

詰まった看板作成を企画。地域の方から

お話を聞きながらアイデアを練り、子供

たちがデザインを考えたオリジナル看板

を土佐山に設置したいと考えています。 

「高知の商店街を盛り上げたい！」と

立ち上がった彼女たちは、はりまや橋

商店街にスポットを当てて活動中。商

店街をＰＲするうちわ型パンフレット

を作成し、よさこい祭り期間中には配

布活動を行いました。

   天体観測の知識を専門家から学び、地

域内外の方を招待して星空観測会を開

催しました。また、地域に自生する有

用植物を使った保存食（四方竹のメン

マや９種類のお茶）を作るなど、久重

地域の魅力を発信するために活動中。

   望海ヶ丘団地内の公園・メインストリ

ートの清掃活動や、交通安全啓発ポスタ

ーの設置等を行っています。今後は通学

路の清掃を行うなど、もっと住みやすい

団地になるように、地域の方と連携しな

がら活動を行っていきます。 

   安心して暮らせる大津地区にするた

め、「防犯」をテーマに寸劇を企画。

自転車の盗難防止・詐欺・架空請求な

ど、子どもから高齢者まで気をつけて

ほしいことを防犯劇として盛り込み、

地域の方々に披露しました。 

 昔遊び体験（けん玉・コマ等）や防災

をテーマに、地域交流イベント「Let`sほ

こほこ交流会」を高知国際中学校で開催

しました。災害発生時に協力できる関係

を作るために、地域の方々が楽しんで交

流できる機会を提供していきます。 

３ 

 令和元年度は、公開審査会で応募全12団体の助成が

決定しました。各団体は公開審査会以降、「食」「防

災」「イベント」「地域交流」「清掃」など、さまざ

まなテーマで活動を行っています。今回は、事務局が

取材した各団体の活動風景を、ほんの少しだけご紹介

します！ 

 なお、令和２年３月15日(日)に開催する活動発表会

（１ページ参照）では、こどもたち自身が１年度の活

動成果を発表します。ぜひ会場へお立ち寄りいただ

き、子どもたちのまちづくりに対する熱意を感じてく

ださい。 

「高知の商店街を盛り上げたい！」と

立ち上がった彼女たちは、はりまや橋

商店街にスポットを当てて活動中。商

店街をＰＲするうちわ型パンフレット

を作成し、よさこい祭り期間中には配

布活動を行いました。      

 こうちこどもファンドでまちづくり活

動に取り組む子どもたちこそが「高知の

ヒトの魅力」と感じ、活動団体を取材。

撮影した動画を編集し、YouTube等に投

稿することによって、高知の魅力を世界

に発信していきたいと考えています。 

 学校内で防災キャンプを実施し、防

災食の調理体験や段ボールを寝床にし

た避難所生活を疑似体験しました。ま

た、地域でのフィールドワークを通し

て情報を集めながら、防災に役立つ知

恵を実践していくために奮闘中です。 

   地域の老人ホームを訪問し、シクラメ

ンの花やオリジナルの「紙の門松」を贈

呈。レクリエーションを通じて子ども会

と交流するなど、朝倉地域を一人でも多

くの人に誇れる場所にするため、地域の

絆を深める交流活動を行っています。 

 地元に住むこどもたちならではの視

点 で、愛 宕 商 店 街 や そ こ に 住 む「ヒ

ト」の魅力を紹介するフリーペーパー

『ATAGOBITO』を発刊。全て手書きで

描かれた味のある紙面は、こどもたち

の商店街に対する愛で溢れています。 

 「絶海池クリーン大作戦」や地域の

偉人である濱口雄幸生家の清掃等を通

じて、青柳地域の魅力を発信。その活

動が評価され、「第20回環境美化教育

優良校等表 彰」では最優秀校に選 ば

れ、文部科学大臣賞を受賞しました。 

天体観測の知識を専門家から学び、地

域内外の方を招待して星空観測会を開

催しました。また、地域に自生する有

用植物を使った保存食（四方竹のメン

マや９種類のお茶）を作るなど、久重

地域の魅力を発信するために活動中。 
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